
緊急通報装置：人感センサーマニュアル

●感知の時間帯
・4：00～9：00の間
に240分間検知が
ない場合

・15：00～20：00の
間に270分間検知
がない場合

・外出センサーを通って外出し、宅内に検知が無い場合は、外出判定
・外出センサーを通って宅内に入り、宅内のセンサーに検知がある場合は、
在宅判定

外出センサーを通らずに外出し、①の判定時間に検知が
無かった場合に通報が上がります。

宿泊した場合
でも通報は
上がりません

留守中に外出センサー以外のところから入った場合、本人に電話
があります。


